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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸方向に所定の長さを有し、外周にコイルが装着される、ボイスコイルモータ方式の
レンズ駆動装置におけるレンズホルダであって、
　前記コイルが巻きつけられる前記レンズホルダの外周壁の周方向における所定の箇所に
形成された、前記光軸方向において外周径が異なる部分と、
　前記レンズホルダの外周壁から前記光軸方向に直交する半径方向外側へ突出した鍔部と
、を備え、
　前記光軸方向において外周径が異なる部分のうちの大径部は、前記レンズホルダの外周
壁から前記半径方向外側へ突出している部分からなり、
　前記大径部は、前記鍔部に対し、前記光軸方向の前端側で所定の間隔を空けて配置され
、
　前記コイルの前記光軸方向における後端側が前記鍔部の前記光軸方向における前側面に
当接し、前記コイルの前記光軸方向における前端側が前記大径部に位置する
　ことを特徴とするレンズホルダ。
【請求項２】
　前記光軸方向において外周径が異なる部分は、大径部と当該大径部より径が小さい小径
部とが、前記光軸方向に並んで形成されているものである
　ことを特徴とする請求項１記載のレンズホルダ。
【請求項３】
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　前記光軸方向において外周径が異なる部分は、前記光軸方向における前端側及び後端側
に大径部、前記光軸方向における前端側と後端側との間に前記大径部より径が小さい小径
部を備えてなる
　ことを特徴とする請求項１記載のレンズホルダ。
【請求項４】
　前記小径部から前記大径部に向かって次第に径が大きくなるテーパ部が形成されている
　ことを特徴とする請求項２又は３記載のレンズホルダ。
【請求項５】
　前記テーパ部は、前記レンズホルダの外周壁の周方向における所定の箇所に配備されて
いて径方向外方向に突出している突出部の外周面に形成されており、当該突出部の周方向
における両端縁は、前記レンズホルダの中心から同一距離の径方向位置で、前記光軸方向
に伸びている
　ことを特徴とする請求項４記載のレンズホルダ。
【請求項６】
　前記鍔部は前記外周壁の周方向における所定の箇所に少なくとも一個の切欠き部を備え
ていると共に、前記前側面が当該切欠き部に向かうにつれて後側に向かうように傾斜して
いる鍔部テーパ部を備えている
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一項記載のレンズホルダ。
【請求項７】
　前記鍔部は、前記光軸方向において外周径が異なる部分が形成されている前記レンズホ
ルダの外周壁の周方向における前記所定の箇所に切欠き部を備えている
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか一項記載のレンズホルダ。
【請求項８】
　前記コイルの前記レンズホルダの外周壁への巻き始めが前記鍔部側にあることを特徴と
する請求項１乃至請求項７のいずれか一項記載のレンズホルダ。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項記載のレンズホルダを備えているボイスコイルモ
ータ方式のレンズ駆動装置。
【請求項１０】
　請求項９記載のレンズ駆動装置を備えているカメラ装置。
【請求項１１】
　請求項９記載のレンズ駆動装置を備えている電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、上下方向に所定の長さを有し、外周にコイルが装着される、ボイスコイル
モータ方式のレンズ駆動装置におけるレンズホルダと、当該レンズホルダを備えているレ
ンズ駆動装置、カメラ装置、並びに、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オートフォーカスカメラや、カメラ付きの電子機器には、従来から、ボイスコイルモー
タ方式のレンズ駆動装置が採用されている。このレンズ駆動装置によって光軸方向などに
おけるレンズの位置を調整し、フォーカスやズームなどが行われている。
【０００３】
　ボイスコイルモータ方式のレンズ駆動装置では、一般的に、図９（ａ）図示のような構
造のものが採用されている。図９（ａ）に例示するレンズ駆動装置１は、フレーム２、ヨ
ーク３、レンズホルダ４、コイル５、マグネット６、前側スプリング７、後側スプリング
８、ベース９を備えている。
【０００４】
　ベース９にヨーク３が支持され、ヨーク３にマグネット６が取り付けられている。上下
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方向に所定の長さを有するレンズホルダ４によってレンズ（不図示）が支持される。レン
ズホルダ４の外周には前述したマグネット６に対向するようにコイル５が装着されている
。
【０００５】
　前側スプリング７と後側スプリング８とが光軸方向における上下からレンズホルダ４を
挟み込み、これによって、レンズホルダ４は、上下方向（光軸方向）、等に移動自在に支
持される。
【０００６】
　コイル５に印加する電流を制御することにより推力を発生させ、レンズホルダ４及びこ
れに支持されているレンズを移動させる。これにより、レンズ（不図示）は、前側スプリ
ング７、後側スプリング８の復元力と釣り合う位置まで移動し、フォーカスやズームなど
が行われる。
【０００７】
　図９（ｂ）、（ｃ）は、従来から一般的に行われている、レンズホルダ４の外周へのコ
イル装着方法を説明するものである。
【０００８】
　図９（ｂ）図示の方法では、レンズホルダ４の外周面に、コイル５の高さ方向に位置決
めさせる突起部となるスペーサー部４ａ、４ｂを形成しておく。そして、このスペーサー
部４ａ、４ｂを基準にして、コイル５をレンズホルダ４の周方向に巻回している。
【０００９】
　ここで、スペーサー部４ａ、４ｂはコイル５の上下方向高さと同じになるように形成さ
れている。そこで、コイル５の線径と、レンズホルダ４の寸法誤差の影響で巻幅調整が効
かず、整列巻きが難しいという問題があった。
【００１０】
　図９（ｃ）図示の方法は、この問題の解決を目指したもので、スペーサー部４ａの内側
に巻き幅調整治具１０を挿入し、巻き幅調整治具１０を基準としてコイル５の巻回を行う
ものである。
【００１１】
　このようにすることにより整列巻が難しいという問題点を解決できるが、図９（ｄ）図
示のように巻き幅調整治具１０を取り除いた後、スペーサー部４ａと巻線後のコイル５と
の間に隙間が形成されることになってしまう。この隙間が存在することによりレンズホル
ダ４に巻回したコイル５が矢印１１で示すようにガタつくという問題があった。
【００１２】
　レンズ駆動装置１は微細な装置であり、精度の良い取り付けや、安定した取付状態を確
保することは容易ではない。そこで、コイルを正確に位置決めした状態で安定的に支持で
きるようにすることを目的にした提案が行われている（例えば、特許文献１）。
【００１３】
　しかし、レンズホルダへのコイルの整列巻を容易に行うことを可能とし、なおかつ、レ
ンズホルダに巻回したコイルがガタつくことを抑制することに関する提案ではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００７－１２１６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　この発明は、上下方向に所定の長さを有し、外周にコイルが装着される、ボイスコイル
モータ方式のレンズ駆動装置におけるレンズホルダへのコイルの整列巻を容易に行うこと
を可能とし、なおかつ、レンズホルダに巻回したコイルがガタつくことを抑制できるレン
ズホルダと、これが採用されているレンズ駆動装置、カメラ装置、並びに、電子機器を提
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案することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項１の発明は、
　光軸方向に所定の長さを有し、外周にコイルが装着される、ボイスコイルモータ方式の
レンズ駆動装置におけるレンズホルダであって、
　前記コイルが巻きつけられる前記レンズホルダの外周壁の周方向における所定の箇所に
形成された、前記光軸方向において外周径が異なる部分と、
　前記レンズホルダの外周壁から前記光軸方向に直交する半径方向外側へ突出した鍔部と
、を備え、
　前記光軸方向において外周径が異なる部分のうちの大径部は、前記レンズホルダの外周
壁から前記半径方向外側へ突出している部分からなり、
　前記大径部は、前記鍔部に対し、前記光軸方向の前端側で所定の間隔を空けて配置され
、
　前記コイルの前記光軸方向における後端側が前記鍔部の前記光軸方向における前側面に
当接し、前記コイルの前記光軸方向における前端側が前記大径部に位置する
　ことを特徴とするレンズホルダ
　である。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、上下方向に所定の長さを有し、外周にコイルが装着される、ボイス
コイルモータ方式のレンズ駆動装置におけるレンズホルダへのコイルの整列巻を容易に行
うことを可能とし、なおかつ、レンズホルダに巻回したコイルがガタつくことを抑制でき
るレンズホルダと、これが採用されているレンズ駆動装置、カメラ装置、並びに、電子機
器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明のレンズホルダが採用される本発明のレンズ駆動装置の一例を表す分解斜
視図。
【図２】（ａ）は本発明の一実施形態に係るレンズ駆動装置の平面図、（ｂ）は図２（ａ
）におけるＡ－Ａ線端面を表す図。
【図３】（ａ）は本発明の一実施形態に係るレンズホルダの側面図、（ｂ）は斜視図。
【図４】本発明の一実施形態に係るレンズホルダの平面図。
【図５】本発明の一実施形態に係るレンズホルダの外周壁部を表す一部を省略した拡大側
面図。
【図６】本発明の一実施形態に係るレンズホルダにコイルが装着された状態の斜視図であ
って、装着されたコイルの途中を破切してコイル断面が表されている状態の斜視図。
【図７】（ａ）は本発明の一実施形態に係るレンズホルダのテーパ部を表す一部を省略し
た拡大側面図、（ｂ）は図７（ａ）図示の部分を表す斜視図。
【図８】（ａ）～（ｄ）は、本発明の他の実施形態に係るレンズホルダの外周壁部を表す
一部を省略した拡大側面図。
【図９】（ａ）従来のレンズ駆動装置の一例を説明する断面図、（ｂ）～（ｄ）レンズホ
ルダにコイルを装着する従来の方式を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、ＶＣＭ方式のレンズ駆動装置が組み込まれているオートフォーカスカメラや
、このようなオートフォーカスカメラが備えられている携帯電話、多機能携帯電話、等の
電子機器に採用される。
【００２０】
　添付の図１、図２を参照して本実施形態のレンズホルダと、これが備えられている本実
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施形態のレンズ駆動装置の一例を説明する。
【００２１】
　図１は、本実施形態のレンズホルダ４が採用される本実施形態のレンズ駆動装置の一例
を表す分解斜視図、図２（ａ）は本実施形態のレンズ駆動装置の平面図、図２（ｂ）は図
２（ａ）におけるＡ－Ａ線端面を表す図である。
【００２２】
　本実施形態のレンズ駆動装置１は、例えば、携帯電話や、多機能携帯電話などの電子機
器に組み込まれるオートフォーカスカメラのレンズ駆動装置である。
【００２３】
　図２（ｂ）において上側を光軸方向における前側、下側を光軸方向における後側とする
。
【００２４】
　図１、図２に例示されているレンズ駆動装置１は、フレーム２、ヨーク３、レンズホル
ダ４、コイル５、マグネット６、前側スプリング７、後側スプリング８、ベース９を備え
ている。
【００２５】
　図示の例では、ヨーク３は環状で、ベース９とフレーム２との間に固定的に配置される
。
【００２６】
　フレーム２、ベース９にそれぞれ支持される前側スプリング７と後側スプリング８とが
、光軸方向における上下からレンズホルダ４を挟み込む。これによって、レンズホルダ４
は、上下方向（光軸方向）、等に移動自在に支持される。
【００２７】
　マグネット６はヨーク３の外周壁３ｂの内側に配置される。図示の実施形態では、環状
のヨーク３は、平面視で略矩形状の略四角筒形状体になっている。そして、４個のマグネ
ット６が、それぞれ、ヨーク３の４個の角部の外周壁３ｂの内側に配置されている。
【００２８】
　上下方向（光軸方向）に所定の長さを有するレンズホルダ４はその内側に不図示のレン
ズを支持する。また、レンズホルダ４の外周に、４個のマグネット６に対向するようにコ
イル５が装着される。
【００２９】
　図示の実施形態では、レンズホルダ４が、略円筒形状になっていることに対応して、各
マグネット６の内周側は、レンズホルダ４の外周に沿った円弧状になっている。
【００３０】
　図９（ａ）を用いて説明した従来のＶＣＭ方式のレンズ駆動装置と同じく、本実施形態
のレンズ駆動装置１はコイル５に印加する電流を制御することにより推力を発生させ、レ
ンズホルダ４及びこれに支持されているレンズを移動させる。これにより、レンズが、前
側スプリング７、後側スプリング８の復元力と釣り合う位置まで移動し、フォーカスやズ
ームなどが行われる。
【００３１】
　本実施形態のレンズホルダ４は、コイル５が巻きつけられるレンズホルダ４の外周壁の
周方向における所定の箇所に、上下方向（光軸方向）の間で外周径が異なる部分を備えて
いる。さらに、レンズホルダ４の外周壁から半径方向外側へ突出した鍔部２２を備えてい
る。レンズホルダ４の外周壁の上下方向で外周径が異なる部分のうちの大径部と鍔部２２
との間には、上下方向（光軸方向）で所定の間隔が空けられている。
【００３２】
　レンズホルダ４の外周壁の周方向における所定の箇所における、上下方向（光軸方向）
の間で外周径が異なる部分の形態としては以下の構造を例示することができる。しかし、
この構造に限るものではない。
【００３３】



(6) JP 6719699 B2 2020.7.8

10

20

30

40

50

　大径部と当該大径部より径が小さい小径部とが、レンズホルダ４の上下方向（光軸方向
）の間に形成されている構造。
【００３４】
　レンズホルダ４の上下方向（光軸方向）における上端側あるいは下端側に大径部、上下
方向（光軸方向）における上端側と下端側との間に前記大径部より径が小さい小径部が形
成されている構造。
【００３５】
　図５、図８（ａ）～（ｄ）図示の構造は、それぞれ、これらの一例を表すものである。
【００３６】
　図５図示の構造では、鍔部２２の上側において小径部から大径部に向かって次第に径が
大きくなるテーパ部２１ａが形成されている。図５図示の構造では、上下方向（光軸方向
）における下端側に小径部、上端側に大径部がそれぞれ形成され、小径部から大径部に向
かって次第に径が大きくなるテーパ部２１ａが形成されている。また、レンズホルダ４の
外周壁から半径方向外側に突出している鍔部２２は、テーパ部２１ａの上端側に形成され
ている大径部との間に上下方向（光軸方向）で間隔をあけた位置に形成されている。
【００３７】
　図８（ａ）図示の構造では、鍔部２２の上側において上下方向（光軸方向）における上
端側及び下端側に大径部２６ａ、２６ｂが形成され、上端側と下端側との間に大径部２６
ａ、２６ｂより径が小さい小径部２５が形成されている。そして、中央の小径部２５から
上端側、下端側の大径部２６ａ、２６ｂに向かって次第に径が大きくなるテーパ部が形成
されている。レンズホルダ４の外周壁から半径方向外側に突出している鍔部２２は上端側
の大径部２６ａとの間に上下方向（光軸方向）で間隔をあけた位置に形成されている。
【００３８】
　図８（ｂ）図示の構造では、鍔部２２の上側において上下方向（光軸方向）における上
端側が大径部２８、下端側が小径部２７となり、両差の間に段差部２９が形成されている
。レンズホルダ４の外周壁から半径方向外側に突出している鍔部２２は上端側の大径部２
６ａとの間に上下方向（光軸方向）で間隔をあけた位置に形成されている。
【００３９】
　図８（ｃ）図示の構造では、鍔部２２の上側において突起部（大径部）３０と溝部（小
径部）３１とが、上下方向（光軸方向）において交互に形成されている。この溝部（小径
部）３１内にコイル線が一巻きずつ収まる。レンズホルダ４の外周壁から半径方向外側に
突出している鍔部２２は突起部（大径部）３０との間に上下方向（光軸方向）で間隔をあ
けた位置に形成されている。
【００４０】
　図８（ｄ）図示の構造では、鍔部２２の上側において上下方向（光軸方向）の上端側と
下端側とに突起（大径部）３２ａ、３２ｂが形成され、この突起３２ａ、３２ｂに囲まれ
たレンズホルダ４の外周壁が、突起３２ａ、３２ｂの先端よりも径方向の大きさが小さい
平坦面（小径部）３３に形成されている。レンズホルダ４の外周壁から半径方向外側に突
出している鍔部２２は、大径部に相当する上端側の突起３２ａ、あるいは、大径部に相当
する下端側の突起３２ｂとの間に上下方向（光軸方向）で間隔をあけた位置に形成されて
いる。
【００４１】
　図５、図８（ａ）～（ｄ）に例示したいずれの構造であっても、レンズホルダ４は、コ
イル５が巻きつけられる外周壁の周方向における所定の箇所に上下方向（光軸方向）の間
で外周径が異なる部分を備えている。そこで、巻き線時の巻き幅を図９（ｂ）～（ｃ）で
説明した従来の方式のように、コイル５の上下方向で高さ位置を位置決めするスペーサー
部に依存することなく整列巻を行うことが可能になる。
【００４２】
　また、図５、図８（ａ）～（ｄ）に例示したいずれの構造であっても、上下方向（光軸
方向）の間で外周径が異なる部分のうちの大径部と鍔部２２とは、上下方向で所定の間隔
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を空けて配置されている。このような構造であることから、図５に例示したように、レン
ズホルダ４の外周壁にコイル５を巻きつけるときに、巻きつけられたコイル５の上下方向
（光軸方向）における一方の側の端部を鍔部２２に当接させてレンズホルダ４の外周壁に
コイル５を巻きつけることができる。図５、図８（ａ）～（ｄ）に例示した構造では、レ
ンズホルダ４の外周壁に巻きつけるコイル５の下端側を鍔部２２の上側面に当接させ、上
端側を、鍔部２２に対して上下方向で間隔を空けて配置されている大径部に位置させるよ
うになる。
【００４３】
　そこで、このような構造に巻きつけられたコイル５は、整列巻後の上下方向（光軸方向
）のガタつきを抑制できるものとなる。
【００４４】
　図２～図６は、前述した図５の構造が採用されている本実施形態のレンズホルダ４を備
えている本実施形態のレンズ駆動装置の一例を説明するものである。
【００４５】
　図示の実施形態では、レンズホルダの周方向における４箇所にテーパ部２１ａ、２１ｂ
、２１ｃ、２１ｄが形成されている。なお、本明細書中においてテーパ部２１ａ～２１ｄ
を総称してテーパ部２１と表すことがある。
【００４６】
　レンズホルダ４はその外周壁に鍔部２２を備えている。図示の実施形態では、レンズホ
ルダ４の上下方向における下端側の小径部から上端側の大径部に向かって次第に径が大き
くなるテーパ部２１が形成され、レンズホルダ４の外周壁に巻きつけられるコイル５の上
下方向における下端は鍔部２２上に搭載される構造になっている。
【００４７】
　また、図示の実施形態では、テーパ部２１は、レンズホルダ４の外周壁の周方向におけ
る所定の箇所に配備されていて径方向外方向に突出している突出部２０ａ、２０ｂ、２０
ｃ、２０ｄの外周面に形成されている。なお、本明細書中において突出部２０ａ～２０ｄ
を総称して突出部２０と表すことがある。
【００４８】
　突出部２０ａの周方向における端縁２０ｅと、２０ｆとは、図４図示のように、レンズ
ホルダ４の中心から同一距離の径方向位置で、上下方向（光軸方向）に伸びている。これ
は、他の突出部２０ｂ、２０ｃ、２０ｄにおいても同様で、各突出部２０の周方向におけ
る端縁２０ｅ、２０ｆ、２０ｇ、２０ｈ、２０ｉ、２０Ｊ、２０ｋ、２０ｌは、いずれも
、レンズホルダ４の中心から同一距離の径方向位置で、上下方向（光軸方向）に伸びてい
る。
【００４９】
　図示のように、テーパ部２１が突出部２０の外周面に形成され、突出部２０が上述した
形態の周方向における両端縁を備えていることにより、コイル５をレンズホルダ４に装着
すると、図６に図示した状態になる。
【００５０】
　図６は、レンズホルダ４にコイル５が装着された状態の斜視図であって、装着されたコ
イル５の途中を破切してコイル断面が表されている状態を説明する図である。
【００５１】
　レンズホルダ４に装着されたコイル５の中のコイル部５ａは、突出部２０ｄの外周面に
形成されているテーパ部２１ｄと、突出部２０ａの外周面に形成されているテーパ部２１
ａとの間に存在している部分である。このコイル部５ａのコイル断面５ｆは、突出部２０
ｄの端縁２０ｌと、突出部２０ａの端縁２０ｅとが、いずれも、レンズホルダ４の中心か
ら同一距離の径方向位置で、上下方向に伸びているものであるので、図６図示のように直
立している。
【００５２】
　一方、突出部２０ａの外周面に形成されているテーパ部２１ａに装着されているコイル
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部５ｂのコイル断面５ｇはテーパ部２１ａの傾斜面に沿って傾斜している。
【００５３】
　同様に、レンズホルダ４に装着されたコイル５の中の、突出部２０ｂの外周面に形成さ
れているテーパ部２１ｂと、突出部２０ｃの外周面に形成されているテーパ部２１ｃとの
間に存在しているコイル部５ｅのコイル断面５ｉは、突出部２０ｂの端縁２０ｈと、突出
部２０ｃの端縁２０ｉが、いずれも、レンズホルダ４の中心から同一距離の径方向位置で
、上下方向に伸びているものであるので、図６図示のように直立している。
【００５４】
　一方、突出部２０ｂの外周面に形成されているテーパ部２１ｂに装着されているコイル
部５ｄのコイル断面５ｈはテーパ部２１ｂの傾斜面に沿って傾斜している。
【００５５】
　本実施形態のレンズホルダでは、上下方向（光軸方向）の間で外周径が異なる部分が形
成されているレンズホルダ４の外周壁の周方向における所定の箇所で、レンズホルダ４に
巻きつけられたコイル５の断面が光軸の伸びる方向に対して傾斜する。しかし、テーパ部
２１が突出部２０の外周面に形成され、突出部２０が上述した形態の周方向における両端
縁を備えていることにより、それ以外の周方向の箇所では、レンズホルダ４に装着された
コイル５の断面は光軸の伸びる方向と一致して直立している。
【００５６】
　また、図６においてコイル部５ａ、コイル部５ｃ、コイル部５ｅとレンズホルダ４の外
周壁との間には隙間２３が形成される。そして、図２（ｂ）図示のように、ヨーク３が径
方向の内側に内周壁３ａを備えている場合には、図２図示のようにレンズ駆動装置１が組
み立てられた状態で、ヨーク３の内周壁３ａがこの隙間２３に挿入されることになる。
【００５７】
　これによって、ヨーク３の内周壁３ａが隙間２３に挿入された場合においても、コイル
５に通電してレンズホルダ４及びこれに支持されているレンズを移動させる際に、所望の
精密さで移動を行わせることができる。
【００５８】
　突出部２０及び、突出部２０の外周面に形成されるテーパ部２１は、コイル５の断面が
、光軸の伸びる方向と一致して直立しているコイル５の領域の大きさを考慮して、レンズ
ホルダ４の外周の周方向に所定の間隔をあけて配置することが望ましい。図示の実施形態
では、突出部２０がレンズホルダ４の外周の周方向にそれぞれ等しい間隔を空けて４箇所
配置するようにしている。
【００５９】
　各テーパ部２１の周方向における端縁２１ｅ、２１ｆ、２１ｇ、２１ｈ、２１ｉ、２１
Ｊ、２１ｋ、２１ｌと、各突出部２０の周方向における端縁２０ｅ、２０ｆ、２０ｇ、２
０ｈ、２０ｉ、２０Ｊ、２０ｋ、２０ｌは、いずれも、図４に示すように面取りされてＲ
面になっていることが望ましい。
【００６０】
　これにより、レンズホルダ４にコイル５を巻きつける際、コイルがこれらの端縁に接触
したときに受ける曲げダメージを小さくすることができる。
【００６１】
　図示の実施形態では、一個の突出部２０の外周面に一個個のテーパ部２１が形成されて
いるが、一個の突出部２０の外周面に周方向に所定の間隔を空けて複数個のテーパ部２１
が形成されている構造にすることもできる。
【００６２】
　図７（ａ）、（ｂ）は図２～図６を用いて説明してきたテーパ部２１を備えているレン
ズホルダ４のテーパ部２１の箇所を表す一部を省略した拡大側面図及び、斜視図である。
【００６３】
　図７（ａ）、（ｂ）図示のように、本実施形態のレンズホルダ４では、レンズホルダ４
の外周壁に備えられている鍔部２２は、レンズホルダ４の外周壁の周方向における所定の
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箇所に切欠き部２３ａを備えている。
【００６４】
　そして鍔部２２は、切欠き部２３ａに向かうにつれて鍔部２２の上側面２２ａが下り傾
斜に傾斜する鍔部テーパ部２２ｂを備えている。
【００６５】
　コイル５をレンズホルダ４に巻きつけるにあたり、鍔部テーパ部２２ｂを巻き始めのテ
ーパ部として利用することにより、巻き始めスタートのコイル線が曲がる負荷を小さくし
、レンズホルダ４の外周を一周してきた２列目をまっすぐにエントリーさせることができ
る。これによって、より容易に、またより正確に整列巻を行うことができる。
【００６６】
　上述した各突出部２０の周方向における端縁の構造を利用した、周方向に隣接している
突出部２０同士の間でコイル断面を直立させる観点から、切欠き部２３ａは、レンズホル
ダ４の周方向においてテーパ部２１が配備されている位置に形成しておくことが望ましい
。また、レンズホルダ４を金型で製造する際の製造しやすさの観点からも、切欠き部２３
ａは、レンズホルダ４の周方向においてテーパ部２１が配備されている位置に形成してお
くことが望ましい。
【００６７】
　上述したように、本実施形態のレンズホルダ４によれば、その外周壁の周方向における
所定の箇所に、上下方向（光軸方向）の間で外周径が異なる部分が形成されている。そこ
で、巻き線時の巻き幅を図９（ｂ）～（ｃ）で説明した従来の方式のように、コイル５の
上下方向で高さ位置を位置決めするスペーサー部に依存することなく整列巻を行うことが
可能になる。また、このような構造に巻きつけられたコイル５は、レンズホルダの上下方
向（光軸方向）の間で外周径が異なる部分が形成されていて、鍔部２２と大径部との間に
所定の間隔を空けていることから、整列巻後の上下方向（光軸方向）のガタつきを抑制で
きるものとなる。
【００６８】
　そこで、本実施形態のレンズホルダ４を備えているボイスコイルモータ方式のレンズ駆
動装置１によれば、より一層精密なレンズホルダ４の移動を可能とし、使用中にコイル５
がガタつくなどの不具合が生じにくいレンズ駆動装置を提供することができる。
【００６９】
　また、このような本実施形態のレンズ駆動装置を備えているオートフォーカスカメラ等
のカメラ装置、このようなカメラ装置を備えている携帯電話、多機能携帯電話、等の電子
機器によれば、より一層精密なレンズホルダの移動を可能とし、使用中にコイル５がガタ
つくなどの不具合が生じにくい電子機器を提供することができる。
【００７０】
　以上、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明は、上述し
た実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載から把握される技術的範囲
において種々に変更可能である。
【００７１】
　例えば、上下方向（光軸方向）の間で外周径が異なる部分はレンズホルダ４の周方向の
全周に渡って設けても良い。また、鍔部２２はレンズホルダ４の上側に設け、コイル５を
その下方に設けても良い。また、周方向において、鍔部２２の位置と上下方向（光軸方向
）の間で外周径が異なる部分の位置とは一致しなくても良い。
【符号の説明】
【００７２】
１　レンズ駆動装置
２　フレーム
３　ヨーク
４　レンズホルダ
５　コイル
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６　マグネット
７　前側スプリング
８　後側スプリング
９　ベース
２５　小径部
２６ａ、２６ｂ　大径部
２７　小径部
２８　大径部
２９　段差部
３０　突起部
３１　溝部
３２ａ、３２ｂ　突起
３３　　平坦面
２１　２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄ　テーパ部
２２　鍔部
２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ　突出部
２０ｅ～２０ｌ　突出部の周方向における端縁
５ａ、５ｂ　コイル部
５ｆ、５ｇ、５ｉ、５ｈ　コイル部のコイル断面
２１ｅ～２１ｌ　テーパ部の周方向における端縁
２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ　鍔部が備えている切欠き部
２２ａ　鍔部の上側面
２２ｂ　鍔部テーパ部

【図１】 【図２】
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